
広
島
県
立
高
等
学
校
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
十
四
日

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
十
七
号 

広
島
県
立
高
等
学
校
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

広
島
県
立
高
等
学
校
等
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
中
「 

広
島
県
立
自
彊
高
等
学
校 

 
 

 

福
山
市
加
茂
町 

 
 

 
 

 
 

 

」
及
び
「 

広
島
県
立
高
宮
高
等
学
校 

 
 

 

安
芸
高
田
市
高
宮
町 

 
 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


